
令和5年度松阪市一般会計補正予算（第12号）説明資料

　款）民生費

項）社会福祉費 （単位：千円）
予算書
ページ 目 事 業 名 補 正 額

（事業費 11,940→ 24,390）

（事業費 670,547→ 2,103,297）

　款）民生費

項）老人福祉費

（事業費 330→ 660）

（事業費 39,450→ 79,050）

　款）民生費

項）児童福祉費

（事業費 0→ 44,376）

　款）衛生費

項）保健衛生費

（事業費 0→ 30,305）

17
地域医療推
進費

医療機関等におけ
る物価高騰対策支
援事業補助金

30,305

13
老人福祉総
務費

介護サービス事業
所等運営支援交付
金

39,600

15
母子父子福
祉費

低所得のひとり親
世帯への生活応援
追加給付金支給事
業費

44,376

13
老人福祉総
務費

介護予防・生活支
援サービス事業所
等運営支援交付金

330

11

11

障がい者福
祉費

臨時給付費

障害福祉サービス
事業所等運営支援
交付金

住民税非課税世帯
等重点支援給付金
事業費

物価高騰の影響を受ける介護サービス事業所等への追加支援
による

物価高騰が長期化する中、より家計が厳しくなっている低所
得のひとり親子育て世帯に対し、生活応援給付金を支給する
ことにより、その実情を踏まえた支援を行う。
　支給額　児童一人あたり一律　20,000円
　支給対象者（見込）　1,400世帯(児童数2,200人)

物価高騰の影響を受けながらサービスを継続して提供してい
るが、診療報酬や負担限度額が定められることで価格転嫁で
きない医療機関等（公立を除く）に対して、物価高騰分の影
響を緩和するため、支援を行う。
[対象]
病院（200床未満）、 診療所（医科・歯科）、薬局、助産
所、施術所、歯科技工所

内 容

12,450

1,432,750

物価高騰の影響を受ける障害福祉サービス事業所等への追加
支援による

物価高騰の影響を受ける住民税非課税世帯に対する重点支援
給付金等の追加
　20,000世帯×70,000円＝1,400,000,000円

物価高騰の影響を受ける介護予防・生活支援サービス事業所
等への追加支援による
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